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本要求水準書の位置付け本要求水準書の位置付け本要求水準書の位置付け本要求水準書の位置付け
この要求水準書は、東京大学（柏）総合研究棟（環境学研究系）施設整備事業（以下「本

事業」という ）に関して、施設の空間機能要件、設備の機能要件、維持管理に関する要件。

について、東京大学（以下「大学」という ）が要求する一定の水準を示すものである。。

Ⅰ．東京大学（柏）総合研究棟（環境学研究系）施設の概要Ⅰ．東京大学（柏）総合研究棟（環境学研究系）施設の概要Ⅰ．東京大学（柏）総合研究棟（環境学研究系）施設の概要Ⅰ．東京大学（柏）総合研究棟（環境学研究系）施設の概要

１．施設の設置目的１．施設の設置目的１．施設の設置目的１．施設の設置目的

東京大学の新領域創成科学研究科は「基盤科学研究系 「先端生命科学系」および「環境」、

学研究系」からなる。同研究科の施設は現在、柏キャンパス内で段階的に整備が進められて

おり、本事業において「環境学研究系」の研究施設である本施設を整備することにより、２

１世紀にふさわしい「学融合」を追求するものである。

２．施設整備の基本理念２．施設整備の基本理念２．施設整備の基本理念２．施設整備の基本理念

本施設は、東京大学柏キャンパスに、新領域創成科学研究科環境学研究系環境学専攻の教

育研究施設として計画されるもので、大学が目指す、わが国における新しい学問領域として

の「環境学」創成の基幹施設となるべきものである。

その柏キャンパスは未だ開発途上にあり、キャンパスの全体計画として環境的な配慮が十

。 、 、 、分になされる必要がある 特に 本施設が与える環境的な影響は その中でも極めて大きく

施設の設計・建設および維持管理そのものが、環境学の実践の課題であると捉えている。し

たがって、本施設の整備等が、環境負荷の低減、地域環境への配慮、自然環境の活用といっ

た高水準の環境保全システムとなる事業としたい。

環境配慮へのもっとも大きな対応は、ライフサイクル評価に基づく計画であり、コストや

環境負荷に対して、単に施設の建設時点のみでなく、ライフサイクルにわたって十分に検討

されるべきである。具体的には省エネルギーと長寿命化の工夫を、最大限に組み込むことが

求められる。

また、本施設の空間構成は、環境学創成にむけてのいわゆる「学融合」の場でもあり、理

学、工学、農学、文学、社会学、法学、政治学、経済学といった既存の学問領域における、

、 、 、 、 、自己の研究成果を基に 新しく自然環境 環境システム 人間・人工物環境 社会文化環境

国際環境基盤といった、さまざまな分野の教育・研究を展開するにふさわしいものでなけれ

ばならない。

空間的にも、教官と学生の居室の関係、外部に開かれた研究を活性化する仕組み、実験設

備の配置、各分野の独立性と融合性のバランス等々を、新しい学問領域創成のための工夫と

して取り入れる必要がある。

本施設の計画は、以上のさまざまな視点から、研究組織の流動化、大学運営の活性化を視

野においた、２１世紀のわが国における国立大学の、教育研究施設の事業運営の新しい試み

として、現実的かつ先進的という意味でふさわしいものとすることをその基本理念とする。
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３．柏キャンパスの構成と本施設の位置づけ３．柏キャンパスの構成と本施設の位置づけ３．柏キャンパスの構成と本施設の位置づけ３．柏キャンパスの構成と本施設の位置づけ

本施設は東京大学柏キャンパス内の一角に整備されるものであり、計画に当たっては「柏

キャンパスマスタープラン」を十分考慮したものとすることが重要である。

柏キャンパスマスタープランについて「東京大学のキャンパス再開発・利用計画要綱」の

内、下記項目を参照のこと （受付窓口にて、閲覧および複写が可能です。詳細は、入札説明。

書にて提示します ）。

(1) 柏地区キャンパス再開発・利用計画要綱

(2) 柏地区キャンパス第１次整備計画概要（ 資料２】を参照）【

４．参考案を提示する趣旨４．参考案を提示する趣旨４．参考案を提示する趣旨４．参考案を提示する趣旨

別に示す【資料１１】の参考プランは、最終案に至るまでに数案の配置代替案を環境学研

究系内部で比較検討の議論を重ねたうえで、導き出されたものである。したがって、この参

考案は系内で各教官の要望を調整するための作業上の必要から策定されたという役割もあっ

たが、同時に本施設に要求される様々な事項をかなりの程度で満足させた案である。

当然のことながら要望を満たす配置形状は他の可能性もあり得るので、それらの可能性を

排除するものではないが、あえて参考案を付すのは、応募者からの提案が多岐に渡る計画項

、 、目に満遍なく拡散する事態を懸念し むしろ大学が本施設において重視している計画項目を

応募者が集中して検討され、時代を画するような提案を期待するからである。

その重視すべき項目は、次の２点である。

(1) 環境学の教育研究施設としてＬＣＣ（ライフサイクルコスト 、ＬＣＣＯ （ライフサイ） ２

クル二酸化炭素排出量）を最小化するにふさわしい、実践の場となりうる施設の実現。

(2) 学融合の場としてふさわしい友愛の場の実現。

前者については、特別の重点的な予算配分の無い通常予算のなかで実現しなければならな

い。そのためには、地道で実現可能でありながら創意工夫に満ちあふれた提案を期待するも

のである。その際、それらの工夫の一部が建築の意匠となって形を持ち、この建物の外観の

特徴となることも期待される。

後者についても、共用空間の広さは同種の施設の比率を超えるものではない。その中にあ

って、形式的ではなく、柏キャンパスの特性を捉えた具体性のある提案が求められる。視線

の交わされ方、仕上げの選択、居住性などきめの細かな提案を期待したい。

以上の２点についての創意工夫を応募者に求めるものであるが、教育研究施設としての性

能を犠牲にしたものであってはならないことは言うまでもない。バランスの良い予算配分の

なかで特徴を持たせることが重要である。

また、提案によっては、参考プランが示す仕様（例えば設備機械室の面積）以上を要する

場合もあると思われるが、それが上記の趣旨に叶えば、提案を妨げるものではない。
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Ⅱ．施設の設計および建設に関する要求水準Ⅱ．施設の設計および建設に関する要求水準Ⅱ．施設の設計および建設に関する要求水準Ⅱ．施設の設計および建設に関する要求水準

１．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項

本「要求水準書」に示された要求事項に沿って本施設の設計、建設、およびその他の下記

関連業務（以下「本業務」という）を行う。

(1) 施設の設計(1) 施設の設計(1) 施設の設計(1) 施設の設計

1) 基本設計

2) 実施設計

3) 工事開始までに必要な関連手続き（各種申請業務等）

(2) 施設の建設(2) 施設の建設(2) 施設の建設(2) 施設の建設

1) 敷地造成

2) 建設工事

3) 工事監理

4) 施設運用開始までに必要な関連手続き（各種申請業務等）

(3) 施設の維持管理(3) 施設の維持管理(3) 施設の維持管理(3) 施設の維持管理

1) 建物保守管理業務

2) 設備保守管理業務

3) 外構維持管理業務

4) 清掃業務

5) 保安警備業務

6) 植栽維持管理業務

２．遵守すべき法規制等２．遵守すべき法規制等２．遵守すべき法規制等２．遵守すべき法規制等

本業務の実施に当たっては、次の関係法令等を遵守すること。

(1) 建築基準法

(2) 都市計画法

(3) 消防法

(4) 国有財産法

（ ）(5) 高齢者・身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の促進に関する法律 ハートビル法

(6) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律

(7) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

(8) エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネルギー法）

(9) 廃棄物の処理および清掃に関する法律

(10) 人事院規則

(11) 大気汚染防止法
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(12) 電気設備技術基準

(13) 内線規程

(14) 高圧受電設備規程

(15) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

(16) その他関係法令等

上記に関するすべての関連施行令・規則等についても含むものとし、また本業務を行うに

あたり必要とされるその他の条例および関係法令等についても遵守すること。

３．適用基準等３．適用基準等３．適用基準等３．適用基準等

本業務の実施に当たっては、下記基準類の最新版を適用する。

(1) 文部科学省建築工事標準仕様書（平成１４年版）

(2) 官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（平成８年版）

(3) 学校建築構造設計指針・同解説（平成８年版）

(4) 文部科学省電気設備工事標準仕様書・附属資料（平成１４年版）

(5) 文部科学省電気設備工事標準図集・附属資料（平成１４年版）

(6) 文部科学省機械設備工事標準仕様書・附属資料（平成１４年版）

(7) 文部科学省機械設備工事標準図集・附属資料（平成１４年版）

(8) 建築設備耐震設計・施工指針（国土交通省住宅局建築指導課監修）

(9) 文部科学省土木工事標準仕様書（平成１４年版）

(10) 建設省制定土木構造物標準設計(1)(2)（国土交通省監修）

(11) 建築保全業務共通仕様書（建設大臣官房官庁営繕部監修）

(12) 文部科学省保全業務仕様書

(13) 東京大学柏地区自家用電気工作物保安規程

４．敷地条件４．敷地条件４．敷地条件４．敷地条件

本施設が立地する敷地の主な前提条件は次の通り。

(1) 位置 ：千葉県柏市柏の葉（東京大学柏地区キャンパス内）

(【資料１】､【資料２】を参照）

(2) 敷地面積 ：２３７,４５２㎡（内本事業計画地６,６００㎡）

(3) 敷地隣接道路 ：幅員１８.０ｍ（西側道路・南側道路）

（敷地と接している部分の長さ約１,１３０ｍ）

幅員 ９.０ｍ（東側道路）

（敷地と接している部分の長さ約３００ｍ）

(4) 区域 ：市街化区域内 用途地域 第二種住居地域

防火地域 指定なし

(5) 建ぺい率 ： ６０％

(6) 容積率 ：２００％

(7) 日影規制 ：５時間・３時間
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(8) インフラ整備状況

1) 共同構 ：既存共同溝および本事業に関連して延伸する共同構（ 資料３】参照）【

（共同溝への分岐位置は 【資料１１】参考プランの地下１階機械室１付、

近とし、接続のための分岐共同溝は本事業の範囲とする。ただし、雨水

排水・汚水排水・都市ガスは、土中埋設とする ）。

2) 電気 ：既設電気室および先端生命科専攻研究棟切替所からの高圧分岐（６ｋｖ

ＥＭ-Ｔ２００、２回線）

3) 都市ガス ：２００φ （ 資料４】を参照）【

4) 上水 ：１５０φ （ 資料５】を参照）【

5) 中水 ：１５０φ （ 資料５】を参照）【

6) 井水 ：１５０φ （ 資料５】を参照）【

7) 雨水排水 ： － φ （ 資料６】を参照）【

8) 汚水排水 ：２５０φ （ 資料７】を参照）【

9) 実験排水 ：１００φ （ 資料７】を参照）【

10) 情報通信回線：基盤科学研究系４専攻研究棟１階ＬＡＮＨＵＢ室より引き込む（ 資料【

１６】を参照）

11) 電話通信回線：設備センター内の既存電話交換機より引き込む（ 資料１４】を参照）【

(9) 地盤状況(9) 地盤状況(9) 地盤状況(9) 地盤状況

参考として事業計画地周辺の地盤調査資料【資料９ 【資料１０】を添付する。】、

５．施設概要５．施設概要５．施設概要５．施設概要

(1) 規模・構造等(1) 規模・構造等(1) 規模・構造等(1) 規模・構造等

1) 延べ面積：２０,８００㎡（ピロティ、バルコニーを除く）

（面積増は＋２％、減は－１％の範囲内とする ）。

2) 階 数：地上７階、地下１階

3) 構 造：応募者の提案とする

(2) 機能・構成のあり方(2) 機能・構成のあり方(2) 機能・構成のあり方(2) 機能・構成のあり方

1) 設置コース

本施設は、東京大学新領域創成科学研究科環境学専攻の中核施設であり、教育研究施設

としての「環境学研究系」の総合研究棟である。環境学研究系・環境学専攻は教育組織と

しては５コース、研究組織としては６大講座から成り、各分野は以下のとおりである。
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№ コース名 講座名（分野数）

１ 自然環境コース 自然環境学大講座（５分野）

自然環境評価学分野／生物圏機能学分野／生物圏情報システム学分

野／自然環境形成学分野／自然環境構造分野

２ 環境システムコース 環境システム学大講座（７分野）

エネルギー環境学分野／環境プロセス工学分野／環境安全システム

工学分野／海洋環境工学分野／地球環境工学分野／地下空間環境学

分野／環境経済システム学分野

３ 人間・人工物環境 人間環境学大講座（４分野）

計算生体力学分野／人間エネルギー環境学分野／メディア環境学分コース

野／人間環境支援・先端医療環境学分野

４ 人工環境学大講座（７分野）

人間人工物環境学分野／仮想環境学分野／シミュレーション環境学

分野／産業環境学分野／廃棄物環境科学分野／環境情報マイクロシ

ステム学分野／光記憶システム創成学寄附講座

５ 社会文化環境コース 社会文化環境学大講座（７分野）

環境人間学分野／環境社会文化学分野／環境空間情報学分野／空間

環境工学分野／建築環境計画学分野／社会環境予測評価学分野／情

報社会環境学分野

６ 国際協力コース 国際環境基盤学大講座（６分野）

環境技術政策学分野／開発環境政策学分野／国際政治経済システム

学分野／国際政策協調学分野／都市環境基盤開発学分野／農業環境

基盤工学分野



( 7 )

2) 専用形態による空間分類： 資料１１】を参照【

ア 研究室専用（各研究室によって維持管理費が負担されるべきエリア）

① 教官室

② 学生研究室（大学院生研究室、ワークスペース 等）

③ 実験室

イ 大講座共用（各大講座によって維持管理費が負担されるべきエリア）

① セクレタリープール（秘書室含む）

② 図書室

③ 会議室

④ ゼミ室（セミナー室含む）

ウ 環境学研究系共用（環境学研究系によって維持管理費が負担されるべきエリア）

① ギャラリー

② 流動化実験室（最終的には借り主が賃料負担をする）

③ 講義室

④ ラウンジ

エ 新領域共用（新領域創成科学研究科によって維持管理費が負担されるべきエリア。た

だし、実質的には環境学研究系による負担となることもある ）。

① 講堂、同付属室

② 同専用通路

オ 建物共用（上記全ての主体によって維持管理費が負担されるべきエリア）

① エントランスホール

② 電気、空調、エレベータ、ポンプ等機械室

③ 便所

④ 廊下、階段（屋上ペントハウス含む）

⑤ パイプスペース、電気シャフト

⑥ ハブ室

⑦ 荷捌き室

⑧ 守衛室

⑨ 屋上緑地

(3) 各階主要諸室と想定床面積(3) 各階主要諸室と想定床面積(3) 各階主要諸室と想定床面積(3) 各階主要諸室と想定床面積

1) 使用者の原則

ア 各大講座は定員の違いによって専有面積が異なる。

イ 大講座の位置は将来変わることがあり得る。

ウ 流動化実験室は、環境学研究系外の利用者に貸し出されることがある。

※ 下表中【系】は環境学研究系共用を 【研究科】は新領域共用を 【建物】は建物共、 、

用をそれぞれ意味する。
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階数 各階主要諸室 各階床面積

ＰＨ階 ａ．設備機器置き場【屋外／系】 １１３㎡
ｂ．屋上（緑化 【屋外／系】）

７階 （エレベーターホール、便所、廊下、パイプスペースなど
建物共用空間は記載しない（各階共通 ） ２,７０５㎡）
ａ．国際環境基盤学大講座
ｂ．講義室【系】
ｃ．ラウンジ【系】
ｄ．流動化実験室【系】

６階 ａ．人間環境学大大講座
ｂ．講義室【系】 ２,６９９㎡
ｃ．ラウンジ【系】

５階 ａ．環境システム学大講座
ｂ．講義室【系】 ２,７０５㎡
ｃ．ラウンジ【系】

４階 ａ．社会文化環境学大講座
ｂ．講義室【系】 ２,６９９㎡
ｃ．ラウンジ【系】

３階 ａ．自然環境学大講座
ｂ．講義室【系】 ２,７０５㎡
ｃ．ラウンジ【系】
ｄ．流動化実験室【系】

２階 ａ．人工環境学大講座
ｂ．講義室【系】 ２,６９６㎡
ｃ．ラウンジ【系】
ｄ．流動化実験室【系】
ｅ．講堂屋上緑地【屋外／研究科】

１階 ａ．実験室（環境システム学大講座 ）
ｂ．実験室（社会文化環境学大講座） ２,４３７㎡
ｃ．実験室（人間環境学大講座）
ｄ．流動化実験室【系】
ｅ．エントランスホール【建物】
ｆ．荷捌室【建物】
ｇ．ギャラリー【系】
ｈ．事務・守衛室【建物】
ｉ．中庭【屋外／研究科】

地階 ａ．実験室（国際環境基盤学大講座）
ｂ．実験室（環境システム学大講座） ２,０４１㎡
ｃ．実験室（社会文化環境学大講座）
ｄ．実験室（人工環境学大講座）
ｅ．流動化実験室【系】
ｆ．機械室【建物】
ｇ．講堂舞台【研究科】

合計 － ２０,８００㎡

注：本表の取扱いは 「参考プラン」と同様の扱いとする。、
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(4) 外構計画(4) 外構計画(4) 外構計画(4) 外構計画

1) 本施設周囲の事業計画地内（中庭を含む）を整地する （ 資料２】を参照）。【

2) 中庭は周辺環境との調和を考慮して適宜植栽・舗装等を行い、教育研究施設にふさわし

い環境を創出する。

3) 事業計画地内に設けるサービス道路（幅員５.０ｍ）の舗装を行う。

６．設計要求水準６．設計要求水準６．設計要求水準６．設計要求水準

(1) 基本コンセプト(1) 基本コンセプト(1) 基本コンセプト(1) 基本コンセプト

以下の６つの基本的な考え方に基づき、施設計画を行うこと。

1) 組織と建築計画

ア ５コース６大講座の環境学研究系の講座編成に対応して、それぞれの完結性を確保す

る必要があるが、同時にコースの規模と専有する場所は恒久的なものではないので、変

化に対して柔軟性をもった空間計画、構造計画、設備計画を目指す。

イ 流動化実験室は、外部に貸し出す場合と系内部で使う場合の両方に対応する。

ウ 部外者からもわかりやすい各階の空間構成。系としての一体感を視覚的に醸成するた

めに上下の空間的連続性をはかる。

2) 柏キャンパスのマスタープランとの整合性をはかる。

ア 棟のボリュームおよび立面の連続性の確保と事業計画地南側の帯状広場と一体となっ

た空間計画。

イ 多様性のある統一感を意識した立面構成、仕上げ材料。

3) 環境学研究系の建物としてエネルギー消費を、ＬＣＣ（ライフサイクルコスト）として

縮減できる設備システムと建築計画。

ア 標準的な予算の枠内で最大のコスト効果が得られることを目指す

イ 使用者の環境意識およびコスト意識が発露できるよう適切なモニタリングのシステム

を備える。同様な主旨から使用者のいる場所で機器のコントロールができることを原則

とする。多様な使用形態、多様なユーザー属性という本施設の特性を考慮して、不必要

な自動制御、過度な中央制御は無用であることを認識する。

ウ 日照など外部負荷を軽減する建築的仕組みが、建築の立面の形となって現れ、本施設

の外観の特徴となることを目指す。

4) 学融合と居住性向上のための工夫

ア 人と人の出会いの場を積極的に創り出す。

① １階エントランスホールは、講堂のホワイエを兼ね、学術集会等の後のインフォー

マルなレセプションを催せる雰囲気と設備を備える。

② 各階のラウンジは、日常的な休憩、インフォーマルな研究ゼミなど多様に対応出来

るよう居間的な雰囲気をもった空間構成とする。

③ バルコニーは、日常的な休憩、インフォーマルな集まりなど多様に対応出来るよう

外部の居間的な雰囲気と設備を備える。

イ ひとの気配を感じられるようにする。

① 廊下と居室の間には、ガラス窓等を設け、室内にいる人の気配、活動の様子が分か
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るよう工夫する。

5) 少人数の事務機構で運営できる施設構成であること。

ア 共用施設は管理がしやすいこと

① 各種機器は、専門の管理スタッフがいなくても居住者でも操作ができるような、分

、 。かりやすい操作インターフェースとし また操作説明書などの充実も併せて考慮する

イ 居住者が参加する安全確保

① 夜間や休日など、管理が手薄な時間帯の災害に迅速かつ有効に居住者が対応できる

ように、従来の常識に囚われることなく、警報表示装置の発報方式等を工夫する。

② 警報表示装置の発報を居住者が確認した後、適切な行動が取れるように行動の指示

を充実させる。

6) 柏キャンパスおよび本施設の環境の特殊性を考慮した計画

ア 柏キャンパスは将来に渡って人気の少ないキャンパスである。それは、柏キャンパス

が、第１に利用者が研究者と大学院生だけであり、学部学生がいないこと。第２に立地

、 、 、が都心から離れ 周辺は大規模公園や工業系の土地利用であることから 学外者の来訪

近隣住民の立ち寄りなどが都心キャンパスに比べて少ない。このことは、居住者の心理

の問題だけでなく、防犯などにも関連する。こうした点を考慮した計画とする。

。 、イ 環境学研究系は実験系の研究室から文化系の研究室まで極めて幅が広い したがって

部屋の使い方が多様である。また、大学の特性として２４時間使用する。ただし利用者

数は不定であり、概して人口密度が低い。こうした多様な利用状況も考慮した計画とす

る。

ウ 施設の管理者が不在であることがある。学生だけが在室し、教官等がいないことがあ

る。部屋で仮眠をとっていることがある。外国人が多く、日本語が不十分な利用者も含

まれる。また、学生は概して施設の管理に責任感が薄い傾向がある。こうした点も考慮

した計画とする必要がある。

エ 環境学研究系には専務の事務職員がいないことを念頭に置いて計画する。

オ 危険物を使用する施設として計画する。

(2) 配置構成(2) 配置構成(2) 配置構成(2) 配置構成

、 、 、 、 、各コース 各大講座には学生教育研究指導のために各々研究室 教官室 学生室 講義室

実験施設、資料保管施設が必要となる。配置構成は以下の点を考慮して提案する。

1) 柏キャンパスのマスタープランにしたがい、かつ周辺施設と壁面線を揃えるために、地

上７階・建物高さは概ね３０ｍ、奥行き（外壁および庇の先端）は５０ｍ以内、間口（外

壁および庇の先端）は１００ｍ以内とする。

2) 事業計画地南側の帯状広場に沿った１階は、吹き放しの柱廊として歩行空間に供する。

3) 事業計画地南側の帯状広場に沿った壁面線を意識する。

4) 建物位置は街区の東（先端生命科専攻研究棟）に寄せて配置し、西側に将来増築用地を

想定する。

5) 全体的にスケール感が大きすぎ、かつ単調なる柏キャンパスに、中間的スケールをもっ

た外部空間を配置計画によって生み出すようにすること。

6) 各部屋から開放的な眺めが得られるよう、４方を建物で囲まれた中庭型の配置とはしな
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いこと。

7) 平面形状は、各部屋に外光と自然換気が得られることを原則とする。また、日射による

冷房負荷の低減も考慮に入れること。

8) 新領域共用施設である講堂は１階に配置し、東に寄せて利用の便を図る。

9) 帯状広場の防犯を意識し、１階にも居住空間を確保する。

10) 各階の共用スペースを帯状広場を見渡せかつ帯状広場から見られる位置に配する。

11) 以上を勘案して、Ｓ字型の配置計画を参考プランとする。Ｓ字型配置の特徴は以下の通

り

ア 南北両面に変化のあるダイナミックな立面を形成し、１列に並ぶ柏キャンパスの教育

研究施設群の西の端の棟として全体の統一性を強調しつつ、固有性を発揮している。

イ ２つのコの字型の中庭を囲い込むことによって、柏キャンパスの外部空間に中間的ス

ケールを作り出している。

ウ コの字型の棟配置は、中庭を介して居住者が相互に気配を感じ合うことができる関係

を作り出し、環境学研究系の一体感を醸成する。

、 。エ ４面を塞がれた中庭と違い コの字型の棟配置は低層の部屋の採光条件が低下しない

オ 開口を２面に取れる出隅の部屋を多数取ることを可能にし、居住性を高め個性的な部

屋を用意する。

カ 避難階段の配置が効率的である。

(3) 建物基本計画(3) 建物基本計画(3) 建物基本計画(3) 建物基本計画

1) 本施設に関する基本プラン（ゾーニング・フロア構成・必要諸室構成）

本施設の参考プランを【資料１１】に示す。ただし、参考プランの意図およびゾーニン

グを反映したものであれば、プランは応募者の提案によるものとする。

2) 諸室別建築・設備の概要

ア エントランスホール

① エントランスホールはこぢんまりしていること。

② エントランスホールから各階に吹き抜けを介して繋がっていること。

③ エントランスホールには受付のブースを設ける。

ａ．利用形態は警備員を置いた場合の警備席。イベント時の受付などとして使用

ｂ．エントランスホールから警報表示装置の発報の内容が視認できるよう、仕切はガ

ラス窓等とする。

④ 郵便受

ａ．集合郵便受けをホール内に設ける（教官別）

ｂ．夜間、休日ポストの投函口を外部に設ける

⑤ 講堂を使った催し物のレセプションに使えるように一角にオープンカウンター（流

し付）を設ける

イ ギャラリー

① 普段は各講座の催しもののポスター等の掲示をする。学会のポスターセッションな

どにも利用可能なようにする。

② 十分な量の掲示スペースを確保する。
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③ 配置が変えられる掲示パネル（可動間仕切り、展示壁面 、効果的な照明とする。）

④ 空間のイメージは掲示室ではなく、アートギャラリーとする。

⑤ 外部から見えるようにする。

⑥ 上記のようなポスター類は他の領域の活動を知るための重要な窓口となる。学融合

の実践の場として重要視したい。

ウ 講堂（舞台）

① 事業計画地南側の帯状広場に面する中庭に設置する。

② 外部から直接アクセスできるようにする。

③ 講堂の床は、階段床部分と平土間部分で構成する。

④ 階段床部分は固定机と可動椅子とし、平土間部分は可動椅子のみとする。

⑤ 舞台は、シンポジウム等に対応できる広さを確保すること。

⑥ 自然採光、自然換気ができること。ただし暗転（電動）できること

⑦ 専用拡声装置を除くＡＶ機器本体は別途工事とするが、その設備計画は本施設計画

の中で行い、必要な配管ボックス等は本事業の範囲とする。計画にあたってはできる

だけ将来の機種更新がし易いようにする。また、過剰設備にならぬようにする。

⑧ 機器倉庫を設ける。

⑨ 音響特性は講義と音楽の演奏の両方に対応できるように、簡便に残響可変ができる

こと。

⑩ 屋上は緑化（園芸実験場）して、住人の憩いの場になるようにする。

エ 図書室

① 本が痛まないように遮光ができるようにする

② セクレタリープールに隣接させ、司書が管理がしやすいようにする。

③ 集密書庫が置ける床荷重を見込むこと。

オ 講義室

① 講義室と廊下のあいだにはガラス窓等を適度に設ける。ただし暗転できること。

② 多様な机配置ができるよう、机・椅子は固定としない。

カ ラウンジ

① インフォーマルなセミナールームとして設計すること

② 廊下の一部という雰囲気であるより、独立した部屋として落ち着いた雰囲気がある

こと。ただし、立ち寄りやすい関係を作ること。

、 。 、③ ラウンジの空調環境を確保するために廊下 吹き抜けと間仕切られること ただし

それらと視覚的に連続でき、周囲の気配の感じられるようにすること。

④ 階を違えたラウンジどうしの視覚的連続性を考慮すること。

⑤ 自動販売機（大学側設置）を近くに設置できるようにする。ただしラウンジの中と

はしない。

⑥ ラウンジは禁煙とする。

キ バルコニー

① バルコニーは外部のラウンジとして設計すること。

② 喫煙可能とすること。

③ ラウンジとの連続性を考慮すること。
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ク 廊下

。 、 、① 廊下と居室との間の扉を防火戸としないように防火区画を計画すること 欄間 扉

袖等にガラス等を使い、内外の視覚的関係を保つこと。

② 廊下にちょっと立ち話ができるコーナーがあるとよい。テーブルと椅子、喫煙・イ

ンフォーマルな集まりができる工夫をすること。

ケ ドライエリア

① 地下実験室には可能な限り十分なドライエリアを設け、地上階に近い環境を実現す

る。

② ドライエリアには物品搬入の経路を設けること。

コ 便所（男子、女子、車椅子対応）

① 多目的便所には車椅子使用者用便所を設ける

② 女子便所は、覗き見等の犯罪行為がおきにくく、対処しやすい構造であること。

ａ．ブースの下部、上部のアキを作らない

ｂ．非常警報設備を設ける

ｃ．女子便所を極端に奥に配置しない。

サ セクレタリープール

① セクレタリープールは下記作業を行う場として計画する

ａ．受付、案内、教官不在時の電話受け取り

ｂ．図書の司書機能（貸し出し管理、図書の受け入れ）

ｃ．研究科事務室との連絡

ｄ．各種伝票の作成、整理

ｅ．予算管理

ｆ．共通ステーショナリーの管理

ｇ．発注作業

ｈ．一部教務の作業

ｉ．書留郵便の受け取り、宅急便の受け取り

シ 避難

① 行き止まり廊下の禁止

② 外部避難階段への出入り口はガラス入りとすること

③ 中央の内部階段室は視認性を高める。

3) 外装について

ア 窓

① 極力換気ができる構造として、はめ殺しは用いないこと。

② 北側窓はペアガラスを原則とする。

イ ルーバー

① 居室のガラス窓外部に、方位に適した遮光装置を本事業で設置する。

② 遮光装置は可動のものが望ましい。

ウ 庇

① 原則的に全ての面に庇を廻す。実験室については配管・ダクト設置、空調機増設等

に対応できるよう、庇を兼ねたグレーチング床を廻す。その他はコンクリート製庇と
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する。

② 庇は通常の避難経路とはしないが、補助的な避難経路として用いることを想定した

仕様とする。

エ ピロティ・柱廊

① 隣接する既存研究棟の仕様に習い外装計画を行う。

4) 屋上

屋上は、景観的、環境的な観点から、できるだけ緑化を行う。また、屋上の一部に、屋

外実験場、温室設置場所を確保する。

5) サイン

サインは、外部案内板、館名版、総合案内板、各階案内板、共用部室名、専用部室名、

各種誘導（注意）板、掲示板、その他を設け、利用者に分りやすい施設とする。なお、日

本語が不十分な利用者にも対応できるものとする。

(4) 構造計画(4) 構造計画(4) 構造計画(4) 構造計画

1) 基本的要件

ア 建物に必要な保有水平耐力の算定に当たっては、学校建物の安全性および機能性を考

慮し、建築基準法施行令によるＣ の値を１.２５倍することを標準とする。０

イ 耐震安全性の分類は、人命および物品の安全性確保が特に必要な施設でかつ多数の者

が利用する施設とし、構造体をⅡ類、建築非構造部材をＢ類、建築設備を乙類とする。

ウ 建物は、地震等に対する保有耐力を充分に見込み、大地震動後も構造体の大きな補修

を行うことなく建物を使用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて機能確保を

図るものとする。

エ 建物の基礎については、敷地や地盤の状況を充分に把握した上で、安全かつ経済性に

配慮した計画を行うこと。

(5) 設備仕様(5) 設備仕様(5) 設備仕様(5) 設備仕様

1) 一般共通事項

ア 多様な実験・実習施設に対して、適切な室内環境を整えるとともに将来的な変化や発

展性などを考慮し、更新性・メンテナンス性を考慮したものとする。

イ 各種機器の寿命や騒音、景観への配慮から、主要機器は原則として屋内設置とする。

ウ 風水害・落雷・停電・大火等の災害を考慮して計画する。

エ 本施設の各種機器の集中管理パネルを事務・守衛室に設け、その室を業務従事者（事

業者）の管理室とする。

オ 主要な機器の納まる電気室、通信機械室等については、直上階に便所等の水廻りスペ

ースがないよう、平面配置に留意すること。

カ 各種機器や配管・ダクト類については、地震時の転倒防止、防振等に配慮し、適切な

耐震措置を施すこと。

キ 障害者に対して配慮した設備計画とする。

2) 建物管理方式

ア 設備の管理

① 柏キャンパス内の設備センター内にある中央監視室（以下、中央監視室）は防災監

視機能を有し、設備機器全般の運転もしくは管理を行えるようにする。
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② 中央監視室では、本施設内の機器類の監視等を行えるようにする。

イ 技術者

① 原則として有資格者の常駐を要しないものとする。

3) 電気設備

ア 電灯設備

各室・共用部等に設ける照明器具、コンセント等の設置および配線工事、幹線配線工

事を行う。

① 照度条件： 別表２－１】に記載の照度を原則として設定する。これに記載がない【

部分については、ＪＩＳ-Ｚ-９１１０-８９による。

② 照明器具：原則として照明器具管球はＨＦ３２Ｗ・ＨＦ１６Ｗとし、ダウンライト

を使用する場合はＦＨＴ管を主体として使用する。埋め込み型を原則とし、部屋の機

能に応じグレアカットルーバー等を付加する。保守が行いやすい場所に設置すること

を原則とし、高所に設置する物については、昇降式照明器具や無電極電球の採用もし

くは点検用歩路等により保守が行いやすい方式とする。

【 】 。 、③ 調光： 別表２－２ に特記する部屋は調光装置を設置する 調光は連続調光とし

その室の基本となる器具を調光する事を原則とする。蛍光灯を調光する場合は５～１

００％調光とする。

④ 非常照明：地下階、および廊下、階段、講堂に設置する。また、これによらず法的

に設置を求められた場合は設置を行う。

⑤ 誘導灯：バッテリー内蔵型を原則とし、関連法規に基づき設置する。

⑥ 分電盤：共用部にＥＰＳを設け設置する事を原則とする。なお各実験室の実験機器

用電源およびＯＡフロアー採用室の情報機器用電源は原則として各室内に専用分電盤

を各々設け給電する。盤内主幹部分に避雷器を設置する。各室の電気容量は部屋の用

途を考慮するとともに【別表２－１ 【別表２－２】および【別表３】に記載する】、

要求水準等や機器・備品等から選定する。

⑦ 実験用電源：上記に定める分電盤より 【別表２－１ 【別表２－２ 【別表３】、 】、 】、

。 【 】 、に記載する機器・備品等に電源を供給する 取り付け個数は 別表２－２ による他

【別表３】の内容に沿い設置する。

⑧ コンセント：実験用に供するコンセント以外に清掃等に使用する―般用のコンセン

トも適宜設置する。コンセントは全て接地極付とする。

⑨ 照明制御方式

ａ．点滅方式： 別表２－２】にて定める点滅方法とする。【

ｂ 【別表２－１ 【別表２－２】に記載する室の照明については、初期照度に対す． 】、

る照度補正を行う方式とする。

⑩ 外灯：中庭に外灯を設置する。自動点滅器およびタイマーによる点滅が可能な方式

とする。

⑪ 計量区分：計量区分については【別表２－２】に記載の内容とする。事務・守衛室

に集中検針装置を設置し遠隔にて計量する。

イ 動力設備

各空調機、ポンプ類等動力機器の制御盤の製作・配管配線・幹線配線等を行う。
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① 動力制御盤：原則として機械室内に設置する。各実験室の実験機器用電源の供給に

あたっては、その室内に動力盤を各々設け、機器に給電する。各室の電気容量は部屋

用途・備品内容等から選定する。

② 実験用電源：上記に定める動力盤より 【別表２－１ 【別表３】に定める機器・、 】、

備品等に電源を供給する。コンセントは全てアース付とする。

③ 計量区分：上記ア電灯設備の⑪と同様とする。

④ 力率改善：１.５ＫＷを越える動力装置については、動力盤内に低圧力率改善用コ

ンデンサーを設ける。

ウ 受変電設備

設備センター内業務用高圧回路および先端生命科専攻研究棟切替所より各６６００Ｖ

１回線（計２回線）の供給を受ける。受電方式はループ受電とする。

上記にともない設備センター内高圧饋電盤および先端生命科専攻研究棟切替所饋電盤

の増設改修（真空遮断器各１台を増設する 、電力監視設備のグラフィックパネルおよ）

び監視点数の増設、コンピュータ監視画面の更新等の改修を行う。高圧電気室は、本施

設内の送電に適する場所に設け、室内には将来の変圧器、遮断器等の増設スベースを確

保する。饋電盤以降の配線および【資料１３】に示す範囲内のケーブルラック・配管等

は本事業の範囲とする。

① 受電方式：６６００Ｖ ５０Ｈｚ ループ受電

② 主要機器は以下による

ａ．高圧配電盤形式：閉鎖型

ｂ．低圧配電盤形式：開放型

ｃ．遮断器：真空遮断器（電動バネ操作）

ｄ．変圧器：モールド型（アモルファス鉄心型）

③ 制御監視：設備センターの既存電力監視設備に接続し状態の監視、遠方制御が可能

な方式とする。これにともなう既存電力監視設備の改修を行う。

設備センターには以下の内容の制御表示を行う。

ａ．全ての遮断器について以下の制御監視を行う。

ⅰ．遠隔制御

ⅱ．過電流警報表示

ⅲ．地絡警報表示

ｂ．その他警報信号を各種別毎に一括にて表示する。

ⅰ．温度上昇

ⅱ．ＰＦ断

ⅲ．ＭＣＣＢトリップ

ⅳ．漏電

エ 静止形電源設備

受変電設備の制御用電源として直流電源装置を設ける。

① 蓄電池：ＭＳＥ形（長寿命型）とする。

② 停電補償時間：１０分間とし、非常用発電機併用とする。

③ 直流電源設備容量：関連法規によるとともに、受変電設備の制御を行える容量とす
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る。

オ 自家発電設備

各関連法令に基づく予備電源装置として設けるとともに、本施設内の重要負荷への停

電時送電用として設備する。発電機出力としては４００ＫＷを想定する。

① 形式：屋内設置型とする。

② 原動機：エンジン方式は設置場所・運転時間等を考慮し選定する。運転時間は１０

時間以上とする。専用燃料タンクを設ける場合は、事業計画地内（本事業で外構仕上

げを整備する範囲）に専用タンクを地中埋設にて設ける。

③ 燃料備蓄量：１０時間以上連続して運転が可能な燃料を本施設内に蓄えれられる方

式とする。

④ 騒音：煙道出口１ｍにおいて７５ｄＢ以下とし、その他関連法規を満たす方式とす

る。

カ 避雷設備

建築基準法に基づき設備する。

キ 構内交換設備

本施設内の各所および本事業に関連して延伸する共同溝内の配管配線等を行う。また

構内専用ＰＨＳも設備する。

① 交換機：設備センター内の既存電話交換機を利用する。有線の回線については、既

存交換機のパッケージを利用する。ＰＨＳについては、本施設に必要な回線分のパッ

ケージを増設するとともに、ＣＳの設置も行う。本事業にともなう全ての交換機のデ

ータ設定も行う。

② 中継方式：ダイヤルイン方式とする

③ 電話器設置個所： 別表２－１ 【別表２－２】による。また構内ＰＨＳ用ＣＳを【 】、

設置し、本施設内全域を包含する 【資料３】に示す本事業に関連して延伸する共同。

溝内にもＣＳを設置する。

④ ２次側配線：配管配線およびモジュラージャック設置を原則とする。

⑤ 端子盤：ＥＰＳ内設置を原則とする。多くの電話器を設置する場所に関しては室内

に端子盤を設置する。端子盤は、盤内にセパレータを設け、他の通信設備と共用する

ことが出来る。

⑥ 外部からの各出入り口には、内部との連絡用に内線電話機取り付けられるように機

器収納箱および配管配線等を設置する。

ク 構内情報配管設備

① 基盤科学研究系４専攻（研究棟）１階のＬＡＮＨＵＢ室よりＳＭ３２ＣおよびＧＩ

３２Ｃを共同溝を経由し引き込み、本施設内１階に光成端箱を設ける。

② 各階にＨＵＢ室を設ける。各階ＨＵＢ室間に光ファイバーケーブルをケーブルラッ

。 。ク上に敷設する ケーブルラックの寸法については将来の増設を踏まえた寸法とする

敷設する光ファイバーケーブルは、引き込みケーブルと同様とする。

③ 各階ＬＡＮＨＵＢ室より【別表２－１】に記載する場所へ２次側配管配線を敷設す

る。配線はＵＴＰケーブルとするが、配管については光ファイバーケーブルが配線可

能なサイズを選定する。
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④ 情報コンセントの設置種別および取り付け個数は【別表２－２】による。情報コン

セントはエンハンスドカテゴリー５以上とする。将来の無線ＬＡＮの導入が可能なよ

うに、天井内に配管を設ける。

ケ 拡声設備

消防法に定める非常放送および業務放送兼用設備とし、事務・守衛室にアンプ設置す

る。

① アンプ仕様：関係法規に定める内容を原則とする。

② 回線数：非常放送は関係法規による。業務放送機能は原則各階別、大講座毎とし室

内とそれ以外を分けることを原則とする。

、 。③ スピーカ―等：天井埋め込み型を原則とし 部屋単位に壁つき音量調整器を設ける

また、専用のＡＶ設備を設置する部屋には非常放送カットリレーを設置する。

コ 警報設備

① 女子便所、シャワー室警報設備

女子便所、シャワー室に警報用押しボタンを、その周囲に現場表示灯・ブザーを設

置する。事務・守衛室、セクレタリープール、既存設備センターに表示盤を設ける。

② 多目的便所警報設備

多目的便所に警報用押しボタンを、その周囲に現場表示灯・ブザー・復旧ボタンを

。 、 、 。設置する 事務・守衛室 セクレタリープール 既存設備センターに表示盤を設ける

表示盤は、上記①の表示盤と共用する。

サ テレビ共同受信設備

各種テレビ・ラジオアンテナを設置し、本施設内の直列ユニット設置およびその間の

配管・配線を敷設する。また将来ＣＡＴＶが引き込める方式とすること。

① 設置アンテナ種別：ＵＨＦ・ＶＨＦ・ＢＳの各アンテナを設置する。またＣＳアン

テナに関しては、将来対応が可能な計画とする。

② 直列ユニット設置場所： 別表２－１】による。【

③ 機器：双方向型とする。

ス 火災報知設備

関係法規に基づくとともに下記内容により設置する。事務・守衛室に主受信器を設置

する。また主受信機の全内容を設備センターに表示する。これにともない、設備センタ

ー内火災報知設備の改修を行う。

① 受信機：ＧＲ型受信機（自動診断機能付き）とする。

② 感知器：関係法規により設置し、保守が行いやすい場所に設置する。

③ 都市ガス漏れ感知器：都市ガス使用場所に設置し、事務・守衛室にて監視できる方

式とし、同様の内容を設備センター内の副受信機にも表示する。

④ 各セクレタリープールの廊下側およびエントランスホールに副表示器を設置する。

表示内容は、各階設備種別毎の一括発報の警報とする。

セ テレビ電波障害防除設備

本施設の建設にともなうテレビ電波障害の対策を行う。

① 対策範囲の確認：基本設計完了時までに障害発生範囲の想定を行い確認する。

② 対策データ：着工前および本施設の竣工時に各種データを計測する。
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ソ 監視カメラ設備

本施設の主要な出入り口に監視カメラ装置を設備する。

① カメラ設置箇所：主要な外部との出入り口。

② モニター設備箇所：事務・守衛室にモニター装置・カメラ制御装置を設置する。

タ 防犯設備

外部との出入り口にはカードロック装置を設けられるように計画し、配管・配線およ

び電気錠の設置を行う （カードロック装置は別途とする）。

各室は将来個々にカードリーダーによる制御が可能なように空配管・ボックス等を設

ける。

カードロック装置の故障表示は事務・守衛室およびセクレタリープールに出す。

外部出入り口の電気錠は、各セクレタリープールから解錠可能とする。

① カード方式：ＪＩＳ磁気カード方式とし、既存の他施設導入のシステムと同様の方

式とする。

② 設置場所： 別表２－２】による。【

チ 構内配電線路設備

共同溝をもちいて本施設への電力引き込みを行う。

① 引き込み方法：既存設備センターの特別高圧受変電設備を改修し、そこより分岐す

る。設備センターより本施設までは、共同溝を使用する。既存共同溝内は既設ケーブ

ルラック上配線とし 【資料１３】に示す本事業に関連して延伸する共同構内はケー、

ブルラックを設置しその上に配線する。本事業にて設置するケーブルラックは、溶融

亜鉛メッキ製とし、寸法は将来の増設を考慮したサイズおよび既存共同溝のケーブル

ラックの寸法以上とする。

ツ 構内通信線路設備

共同溝をもちいて本施設への通信線引き込みを行う。

① 引き込み方法：既存設備センターの電話交換機を改修し、そこより分岐する。設備

センターより本施設までは、既存共同溝を使用する。既存共同溝内は既設ケーブルラ

ック上配線とし 【資料１４】に示す本事業に関連して延伸するる共同構内はケーブ、

ルラックを設置しその上に配線する。本事業にて設置するケーブルラックは、溶融亜

鉛メッキ製とする。ＬＡＮについても同様に引き込みを行う。

テ 音響設備

講堂に専用拡声装置を設ける。有線マイクロフォン・ワイヤレスマイクロフォンを使

用し、専用のアンプ・スピーカを設置する。

ト エレベーター設備

エレベーターは、以下の仕様の機器を本事業にて設置する。

① 設置台数および仕様

ａ．一般用１１人乗り、 ７５０ｋｇ、９０ｍ／分、８ヵ所停止 １台

（身障者仕様）

ｂ．人荷用２３人乗り、１５００ｋｇ、９０ｍ／分、８ヵ所停止 １台

（身障者仕様）

② 管制・制御仕様
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ａ．群管理、停電・地震・火災の各管制制御を行う。

ｂ．事務・守衛室に管制盤を設置する。

ｃ．リモートメンテナンス機能を設ける。接続先は事業者の提案による。

4) 機械設備

ア 一般事項

① 各室の設計条件

ａ．研究・実験等を行う諸室は、将来の変化にも対応できるよう適宜ＰＳを配置し給

排水管等を収めるとともに、床面には設備埋め込みボックス（給水、排水、都市ガ

ス）を適宜設け実験器具等の変更に容易に対応できる設備とすること。

ｂ．各室の設計条件は 【別表１ 【別表２ 【別表２－１ 【別表２－２ 【別表、 】、 】、 】、 】、

３】による。

イ 設計内容

① 空調設備

ａ．対象室は 【別表２－１】による。、

ｂ．設計温湿度：外気条件・室内条件は、Ⅱ、３．適用基準によるものとし、特殊条

件については【別表２－１ 【別表２－２】による。】、

ｃ．空調方式の計画にあたっては、本施設の基本理念や諸条件に則り最適な方式を選

定する。

ｄ．熱源：燃料を使用する場合、原則として都市ガスとする。

ｅ．省エネ措置

ⅰ．可能な限り自然換気を行えるよう計画する。

ⅱ．ナイトパージシステム等も導入できるよう計画する。

ｆ．その他）

ⅰ．ＰＡＬ／ＣＥＣ値を算出する。

ⅱ．換気設備を含めた空調のライフサイクルコストを算出する。

② 換気設備

ａ．対象室は 【別表２－１】による。、

ｂ．換気方式

ⅰ．換気方式の計画にあたっては、本施設の基本理念や諸条件に則り最適な方式を

選定する。

ⅱ．実験室等のエアバランスに留意し、最適風量制御を講じる。

ⅲ．ドラフトチャンバーの排気は、屋上に排出することができるような計画とし、

周囲の環境を考慮したスクラバー等の排ガス除去装置を適宜設置できるようにす

ること。

③ 排煙設備

ａ．建築基準法による。

④ 自動制御設備

ａ．本施設内の監視盤の警報を一括表示する盤を、中央監視室に設置する。表示内容

は空調（監視盤別一括 、衛生（各水槽満減水警報、ＰＨ異常警報および監視盤別）

一括 、その他主要設備ごとの一括警報を表示する。）
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ｂ．本施設内に各設備方式に応じた適切な監視設備を設け、事務・守衛室内その他に

適宜監視盤を設置して各機器の監視を行なう。

ｃ．各室空調機は、事務・守衛室内の集中管理装置により強制停止（スケジュール）

制御を行えるようにする。室内側空調機スイッチにおいて、強制停止制御を解除し

再起動できるものとする。

⑤ 衛生器具設備

ａ．衛生器具の形式

ⅰ．原則として代表的な器具仕様の例示を基に選定する 【資料１２】を参照。。

ⅱ．室の使用状況、内装の程度によって適宜仕様を選定する。

ⅲ．清掃等維持管理に配慮して器具を選定する。

⑥ 給水設備

ａ．給水負荷

ⅰ．研究・実験等を行う諸室の規模を考慮し、使用量変化と最大負荷に留意して仕

様を決定する。

ｂ．給水方式

ⅰ．供給系統は、上水・中水・井水の３系統とする。

ⅱ．設備センターから圧送方式で【資料５】に示す分岐位置まで供給される。それ

以降の配管は、本事業に関連して延伸する共同溝内に敷設する。なお、各系統の

接続点の圧力は次の通りである。

・ 上水：０.４５ＭＰａ

・ 中水：０.４５ＭＰａ

・ 井水：０.３５ＭＰａ

． 、 、 。ⅲ 中水は 井水と実験排水再利用水を水源としており 便所の洗浄水に利用する

ⅳ．機器冷却水には井水を利用する。

⑦ 排水設備

ａ．排水方式

ⅰ．屋内排水は、以下のように系統を分離し本施設直近の屋外排水管（桝）に接続

する 【資料６ 【資料７】を参照。。 】、

、 、 、 （ 、 、排水の種類には 汚水 雑排水 実験系排水 機器冷却水 薬品系４次洗浄水

濃厚廃液、１次～３次洗浄水、その他実験排水 、空調ドレン、雨水がある。）

ⅱ．屋外排水においては、汚水・雑排水は合流方式とし【資料７】に示す汚水管に

接続し、公共下水道へ放流される。実験系排水のうち機器冷却水と薬品系４次洗

浄水は【資料７】に示す実験排水管に接続する。実験系排水のうち濃厚廃液と１

次～３次洗浄水は、回収して処理する（即ち、配管設備は不要である 。実験系）

排水のうちその他実験排水は、適切な処理を講じて、雑排水として【資料７】に

示す汚水管に接続する。雨水は原則として地下浸透方式で処理され、同様に空調

ドレンも屋外浸透桝にて浸透処理される。なお、湧水は雑排水系とする。

ｂ．実験系排水処理方法

ⅰ．機器冷却排水と薬品系４次洗浄水を既設排水処理センターで処理をして中水に

再利用する。
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ⅱ．機器冷却排水と薬品系４次洗浄水は、モニター排水槽を設け水質の監視（ＰＨ

値の監視）を行った後、送水槽からポンプアップして共同溝内の実験排水管に接

続する。モニター排水槽におけるＰＨ異常時には、警報を事務・守衛室の警報盤

経由で中央監視室に出すとともに、同槽からの放流を停止し緊急貯留槽に切替え

る制御を行う。

ⅲ．その他実験排水とは、中水として再利用ができない実験室内の床排水や水槽か

ら排水されたものである。また、このうち土砂・泥水等が混入する恐れがあるも

のは、接続する雑排水設備に支障をきたさないような適正な処置を講じること。

ⅳ．その他実験排水は、上記ⅱ．と同様に、ＰＨ値の監視を行う。

⑧ 給湯設備

ａ．給湯負荷：実験等施設の規模を考慮し、使用量変化と最大負荷に留意して仕様を

決定する。

ｂ．供給箇所： 別表２－１】による。【

． 、 。ｃ 給湯方式：方式の選定にあたっては 室の利用形態等に応じて適切に行なうこと

ｄ．熱源：都市ガス（発熱量 ４６,０５０ｋＪ/Ｎｍ ）もしくは電気とする。３

⑨ 消火設備

ａ．消防法等関係法規に基づき本施設単独で消火設備を設置する。なお、室の使用状

況を考慮して法適用外の自主設置設備を設けることも可能である。

⑩ 都市ガス設備

ａ．都市ガスの種類：都市ガス（発熱量 ４６,０５０ｋＪ/Ｎｍ 低圧）３

ｂ．供給箇所： 別表１ 【別表２－１】による。【 】、

ｃ．供給管：本施設直近の指定の位置より分岐する （共同溝の外側に沿って埋設さ。

れている 【資料４】を参照。。）

ｄ．その他：都市ガス漏れ警報器、緊急遮断弁等の設置を行い安全性を高めるととも

に、中央監視室においてこの管理ができるようにする。

⑪ 特殊ガス設備

ａ．供給：実験用ガスの供給は、ボンベ対応とする。

ｂ．種類： 別表１】による。【

ｃ．その他：

ⅰ．緊急時の安全対策を講じる。

ⅱ．ヘリウムガスは低温・極限環境棟内の低温センターにて回収できる様にヘリウ

（ ） 。ム回収管を本施設および共同溝 共同構内の配管径は５０Ａとする に設置する

【資料８】を参照。

⑫ その他

ａ．各大講座ごとに給水、都市ガス、冷却水の各使用量を計量する集中検針システム

を設置すること。また、流動化実験室についても同様に計量し、集中検針システム

にて計量すること。流動化実験室の計量については 【別表２－２】によること。、

ｂ．給水の計量方式については、設備センターにある計量装置（ＡＭＥＲＩＳ ９０―

０回線）にて集中監視可能なものとし、そのデーターを構内ＬＡＮで取出すことが

可能なようにする。
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ｃ．実験室を除く各室については、機器等から発生する騒音を充分配慮し、室内許容

値をＮＣ－４０以下かつ４５ホン（Ａ）以下、会議室では同じくＮＣ－３０以下か

つ３５ホン（Ａ）以下とする。

７．各エリアの要求水準７．各エリアの要求水準７．各エリアの要求水準７．各エリアの要求水準

(1) 共通事項(1) 共通事項(1) 共通事項(1) 共通事項

各エリアにおいて、用途および補足事項を以下に示す。また、主要な各エリアの面積・室

数等の一般事項および、内装や設備等の事項については、後述の【別表１】並びに【別表２

－１ 【別表２－２ 【別表３】に一覧表形式で示す。】、 】、

８．設計および施工に関する要求事項８．設計および施工に関する要求事項８．設計および施工に関する要求事項８．設計および施工に関する要求事項

(1) 設計に関する要求事項）(1) 設計に関する要求事項）(1) 設計に関する要求事項）(1) 設計に関する要求事項）

1) 業務

ア 本施設担当者の指示にしたがい業務に必要な調査を行い、関係法令に基づいて、業務

を遂行すること。

イ 業務の詳細および当該工事の範囲について、本施設担当者と連絡を取り、かつ十分に

打合せをして業務の目的を達成すること。

ウ 業務の進捗状況に応じて、業務の区分ごとに本施設担当者に設計図書等を提出するな

どの中間報告をし、十分な打合せをすること。

エ 業務に必要と判断した場合は、地質調査を行うこと。

オ 設計図書等の表記方法については、本施設担当者と協議すること。

カ 官庁協議および消防協議の結果は必ず大学へ書面にて報告すること。

2) 設計図書

ア 基本設計および実施設計完了時には設計図書を本施設に提出し、承諾を得ること。提

出する設計図書は、工事施工および工事費積算に支障のないものとし、詳細については

本施設担当者と協議すること。

イ 提出する設計図書は下記による。

基本設計図面、実施設計図面、構造計算書、設備負荷計算書、各種省エネ計算書、打

合せ議事録、工事費内訳明細書、完成予想透視図等

(2) 施工に関する要求事項(2) 施工に関する要求事項(2) 施工に関する要求事項(2) 施工に関する要求事項

1) 住民対応

ア 建設工事に先立ち、周辺住民に対する工事の説明を行うこと。

イ 工事中は周辺その他からの苦情が発生しないよう注意するとともに、万一発生した苦

情その他については、事業者を窓口として、工程に支障をきたさないように処理するこ

と。

2) 安全対策

ア 工事現場内の事故等災害の発生に十分留意するとともに、周辺地域へ災害がおよばな

いよう、万全の対策を行うこと。

イ 工事車両の通行については、あらかじめ周辺道路の状況を把握し、事前に道路管理者
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等と打合せを行い、運行速度や誘導員の配置、案内看板の設置や道路の清掃等、十分な

配慮を行うこと。

3) 環境対策

ア 騒音・振動や悪臭・粉塵および地盤沈下等、周辺環境におよぼす影響について、十分

な対策を行うこと。

イ 周辺地域に万一上記悪影響を与えた場合は、苦情処理等事業者の責において処理する

こと。

4) 既存環境の保護

ア 隣接する物件や、道路、公共施設等に損傷を与えないよう留意し、工事中に汚損、破

損をした場合の補修および補償は、事業者の負担において行うこと。

イ 工事により周辺地域に水枯れ等の被害が発生しないよう留意するとともに、万一発生

した場合には、事業者の責において対応を行うこと。

5) 施工管理

ア 各種関係法令および工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書および施工計画

にしたがって工事を実施する。

イ 本施設は必要に応じて工事現場の確認を行うことができる。また、施工状況について

説明を求められたときには速やかに回答すること。

ウ 本施設担当者に対し、定期的に工事施工管理状況の報告を行うこと。

エ 工事完成時には、施工記録を整備し本施設担当者に提出すること。

オ 本施設が別途発注する施工上密接に関連する工事や機器・備品等の業務がある場合

は、工程等の調整を十分に行い、工事全体について円滑な施工に努めること。

6) 廃棄物の処理

ア 工事から発生した廃棄物等については、法令等に定められた方法により適切に処理、

処分すること。

イ 工事により発生する廃材等について、その再生可能なものについては、積極的に再利

用を図ること。

7) その他

ア 工程については、無理のない堅実な工事計画とし、要求される性能が確実に実施され

るよう管理すること。
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Ⅲ．維持管理業務に関する要求水準Ⅲ．維持管理業務に関する要求水準Ⅲ．維持管理業務に関する要求水準Ⅲ．維持管理業務に関する要求水準

１．目的１．目的１．目的１．目的
東京大学（柏）総合研究棟（環境学研究系）施設として性能基準で示された機能および教

育・研究に支障がない環境を保つよう、建物および建築設備等の機能および状態を常時適切

に維持管理する。

２．一般事項２．一般事項２．一般事項２．一般事項

(1) 事業者の業務範囲(1) 事業者の業務範囲(1) 事業者の業務範囲(1) 事業者の業務範囲

維持管理業務の区分および内容は以下のとおりとする。

1) 建物保守管理業務 ： 建築物の点検、保守、修繕および更新を行う。

2) 設備保守管理業務 ： 建築設備の運転、監視、点検、保守、修繕および更新を行う。

3) 外構維持管理業務 ： 外構施設、工作物の点検、保守、修繕および更新を行う。

4) 清掃業務 ： 対象施設内および外部の環境、衛生を維持し、快適な空間を保つ

ための清掃を行う。

5) 保安警備業務 ： 警備業法を遵守しつつ適切な防犯・防災警備を行う。

6) 植栽維持管理業務 ： 対象施設が管理する植栽の保護、育成および処理を行う。

(2) 業務実施の考え方(2) 業務実施の考え方(2) 業務実施の考え方(2) 業務実施の考え方

業務の実施に当たっては、前項で定める業務について、事業期間を通じて以下の事項にし

たがい、定められた業務水準を維持すること。

1) 維持管理は、予防保全を基本とし、劣化等による危険・障害の未然防止に努めること。

2) 施設環境を良好に保ち、施設利用者の健康被害を防止すること。

3) 建築物（付帯設備を含む）が有する性能を保つこと。

4) 省資源、省エネルギーに努めること、および環境汚染等の発生防止に努めることによっ

て、総合的に環境負荷の低減を図ること。

5) ライフサイクルコストの削減に努めること。

6) 建築等の財産価値の確保を図ること。

7) 故障等によるサービスの中断に係る対応を定め、回復に努めること。

8) 1)～7)の項目について、事業期間中の工程を定め、実施すること。

(3) 作業従事者の要件等(3) 作業従事者の要件等(3) 作業従事者の要件等(3) 作業従事者の要件等

1) 業務実施にあたり、法令等により資格を必要とする場合には、有資格者を選任し行う。

2) 従事者は、各業務水準の要求を満足するように業務を行うものとする。なお、施設が業

務水準で示した内容を満足しない状況が発見された場合は、別に定める方法により、大学

担当者に連絡するとともに、必要な措置を講ずる。

、 、 。3) 従事者は 各事業種別にふさわしい服装および装備をし 運転・監視を行うものとする

(4) 非常時・緊急時の対応(4) 非常時・緊急時の対応(4) 非常時・緊急時の対応(4) 非常時・緊急時の対応

非常時、緊急時の対応は予め大学側と協議し、業務水準を踏まえた計画書を作成する。事

故等が発生した場合は、計画書に基づき直ちに必要な措置を講ずるとともに、関係機関およ
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び大学側に報告する。

(5) 法令等の遵守(5) 法令等の遵守(5) 法令等の遵守(5) 法令等の遵守

維持管理等の実施にあたっては、以下の基準類に準拠するとともに、その他関係法令等を

遵守すること。

ア 文部科学省建築工事標準仕様書（平成１４年版）

イ 官庁施設の統合耐震診断・改修基準及び同解説（平成８年版）

ウ 学校建築構造設計指針・同解説（平成８年版）

エ 文部科学省電気設備工事標準仕様書・附属資料（平成１４年版）

オ 文部科学省電気設備工事標準図集・附属資料（平成１４年版）

カ 文部科学省機械設備工事標準仕様書（平成１４年版）

キ 文部科学省機械設備工事標準図集（平成１４年版）

ク 建築設備耐震設計・施工指針（国土交通省住宅局建築指導課監修）

ケ 文部科学省土木工事標準仕様書（平成１４年版）

コ 建設省制定土木構造物標準設計(1)(2)（国土交通省監修）

サ 建築保全業務共通仕様書（建設大臣官房官庁営繕部監修）

シ 文部科学省保全業務仕様書

ス 東京大学柏地区自家用電気工作物保安規程

(6) 業務計画書の作成(6) 業務計画書の作成(6) 業務計画書の作成(6) 業務計画書の作成

1) 上記関係法令等を充足し、かつ業務実施の考え方を踏まえた維持管理業務計画書（以下

「業務計画書」という ）を作成し、その業務計画に基づき業務を実施する。。

2) 各種管理記録等を整備・保管し、大学側の要請に応じて提示すること。

(7) 施設管理台帳の作成(7) 施設管理台帳の作成(7) 施設管理台帳の作成(7) 施設管理台帳の作成

施設管理台帳を整備・保管し、大学側の要請に応じて提示すること。

(8) 点検および故障等への対応(8) 点検および故障等への対応(8) 点検および故障等への対応(8) 点検および故障等への対応

1) 点検および故障等への対応は、業務計画書にしたがって速やかに実施すること （法令。

点検を含む）

2) 施設の修繕記録、設備の運転・点検記録を取ること。

3) 事業者は建築施設、外構施設の故障を発見したら、速やかに大学側の施設管理担当者に

報告すること。なお、軽微なものについては、後日、運転・点検記録の提出をもって報告

にかえることができる。

4) 事業者は大学側の施設管理担当者に報告したら直ちに適切な処理を行うこと。

5) 運転時間の調整が必要な設備に関しては、大学側の施設管理担当者と協議して運転期間

・時間等を決定すること。

6) 点検により設備が正常に機能しないことが明らかになった場合は、適切な方法により対

応すること。

7) 修繕等において設計図書に変更が生じた場合は、変更箇所を反映させておくこと。
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(9) 費用の負担(9) 費用の負担(9) 費用の負担(9) 費用の負担

業務に要する費用は、事業者の負担とする。また、業務にともなう消耗品は事業者が負担

すること （ただし、管球並びにトイレットペーパーおよび水石鹸等の衛生消耗品は、大学。

より支給する ）。

(10) 用語の定義(10) 用語の定義(10) 用語の定義(10) 用語の定義

1) 運転・監視：設備機器等を稼働させ、その状況を監視することおよび制御すること。

2) 点検 ：施設の機能および劣化の状態を一つ一つ調べることをいい、機能に異常ま

たは劣化がある場合、必要に応じた応急措置を判断することを含む。

3) 保守管理 ：建築物等の点検を行い、点検等により発見された建築物等の不良箇所の修

繕や部品交換等により建築物等の性能を常時適切な状態に保つこと。

4) 保守 ：施設の必要とする性能または機能を維持する目的で行う消耗部品または材

料の取り替え、注油、汚れ等の除去、部品の調整等の軽微な作業をいう。

5) 補修・修繕：施設の劣化した部分もしくは部材または低下した性能もしくは機能を原状

あるいは実用上支障のない状態まで回復させることをいう。

6) 更新 ：機能が劣化した設備や機器等（備品を含む）を新たに設備・調達する保全

業務をいう。

7) 清掃 ：汚れを除去し、または汚れを予防することにより仕上げ材を保護し、快適

な環境を保つための作業をいう。

8) 大規模修繕：建築物の躯体については建物の一側面、連続する一面全体、または全面に

対して行う修繕を、設備機器については機器系統の更新を示す。

(11) 施設管理担当者(11) 施設管理担当者(11) 施設管理担当者(11) 施設管理担当者

大学に、大学が定めた施設管理担当者を置く。

３．建物保守管理業務３．建物保守管理業務３．建物保守管理業務３．建物保守管理業務

(1) 建物保守管理業務の対象(1) 建物保守管理業務の対象(1) 建物保守管理業務の対象(1) 建物保守管理業務の対象

本施設のうち、建物に関する部分を対象とする。

(2) 業務の実施(2) 業務の実施(2) 業務の実施(2) 業務の実施

1) 一般事項で定めた業務計画書に加え、毎事業年度の開始前に、建物保守管理業務年間計

画書を作成し、実施する。

2) 修繕等が必要と思われる場合は、迅速に調査・診断を行い事業者の責任範囲であれば至

急修繕を実施する。また、責任範囲が明確でない場合は、大学とその責任と負担を協議の

上、修繕等を実施する。

3) 実施業務の結果を記録する。

(3) 要求水準(3) 要求水準(3) 要求水準(3) 要求水準

事業契約書および実施設計図書に定められた所要の性能および機能を保つこと。
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項目 内 容

① 仕上げ材や塗料の浮き・剥落・ひび割れ・破損・変形・錆付き・腐食・ア 内壁、外壁
（柱を含む）チョーキング・エフロレッセンスの流出等がない状態を維
持する。

② 漏水・カビ等が発生しない状態を維持する。

① 仕上げ材の浮き・はがれ・ひび割れ・腐食・極端な磨耗等がない状態をイ 床
維持する。

② その他、各スペースの特性に応じた利用に支障のないよう維持する。
③ 防水性を要する部屋において、漏水がないこと。

① 漏水がないこと。ウ 屋根
② ルーフドレン、樋等が詰まっていないこと。
③ 金属部分が錆び、腐食していないこと。
④ 仕上げ材の割れ、浮きがないこと。

① 仕上げ材や塗料の浮き・剥落・ひび割れ・破損・変形・錆付き・腐食・エ 天井・内装
チョーキング・エフロレッセンスの流出等がない状態を維持する。

② ボード類のたわみ、割れ、外れがないこと。
③ 気密性を要する部屋において、性能が保たれていること。
④ 漏水、かびの発生がないこと。

① がたつき・緩み等がなく、可動部がスムーズに動くようにする。オ 建具
② 所定の水密性・気密性・遮断性が保たれるようにする。（扉・窓・窓枠・シ
③ 各部にひび割れ・破損・変形・仕上げの変退色・劣化・錆付き・腐食・ヤッター・可動間

結露やカビの発生・部品の脱落等がない状態を維持する。仕切り等）
④ 自動扉および電動シャッターが正常に作動すること。
⑤ 開閉・施錠装置が正常に作動するようにする。
⑥ ガラスが破損、ひび割れしていないこと。

① 通行に支障・危険をおよぼすことのないよう対応する。カ 階段、スロープ
② 仕上げ材・手摺り等に破損・変形・緩み等がない状態を維持する。

① ぐらつき等機能に問題がないこと。キ 手すり

① 塗料・仕上げ材の浮き・剥落・変退色・劣化等がない状態を維持する。ケ 塗装および仕上
② 塗料が風化して粉状になったときや、鏑が浮いたとき、変色がはなはだげ

しいとき、剥れる傾向のあるとき等は、補修する。

４．設備保守管理業務４．設備保守管理業務４．設備保守管理業務４．設備保守管理業務

(1) 設備保守管理業務の対象(1) 設備保守管理業務の対象(1) 設備保守管理業務の対象(1) 設備保守管理業務の対象

本件事業による建物を機能させるため、事業者により設置された各種設備および備品を対

象とする。

(2) 業務の実施(2) 業務の実施(2) 業務の実施(2) 業務の実施

1) 一般事項で定めた業務計画書に加え、毎事業年度の開始前に、次の項目を含む設備保守

管理業務年間計画書を作成し、実施する。

ア 運転監視業務

イ 日常巡視点検業務

ウ 定期点検・測定
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2) 修繕等が必要と思われる場合は、迅速に調査・診断を行い、事業者の責任範囲であれば

至急修繕を実施する。また、責任範囲が明確でない場合は、大学とその責任と負担を協議

の上、修繕等を実施する。

3) 要求水準

事業契約書および実施設計図書に定められた所要の性能および機能を保つこと。なお、

「保全業務標準仕様書 （文部科学省大臣官房文教施設部）に該当する業務は、保全業務」

標準仕様書に基づき保守・点検を行うこと。

項目 内容

① すべての照明、コンセント等が常に正常に作動するよう維持する。ア 照明
、 、 、 。② 損傷 腐食 その他の欠陥がないよう維持し 必要に応じて取り換える

① すべての設備が正常な状態にあリ、損傷、腐食、油の漏れ・その他の欠イ 動力設備、受変
陥がなく正しく作動するよう維持する。電設備、自家発

② 識別が必要な機器については、常に識別可能な状態を維持する。電設備

① すべての設備が正常な状態におり、損傷、腐食、その他の欠陥がなく正ウ 通信（電話、情
しく作動するよう維持する。報配管、テレビ

② バックアップが必要なものは、適切な処置がなされているようにする。共同受信）

① すべての配管、タンク、バルブ、蛇口等が確実に取り付けられ、清潔貯エ 飲料水の供給
蔵・排水であり、蓋が用意されている。

② すべての設備が正しく機能し、漏水がない状態に維持する。

、 、 、 、 、 、オ 排水とゴミ ① すべての溝 排水パイプ 汚水管 排気管 下水溝 ゴミトラップ等は
漏れがな＜、腐食していない状態を維持する。

② すべての排水が障害物に邪魔されずスムーズに流れ、ゴミトラップに悪
臭がないように維持する。

、 。カ 都市ガス ① 都市ガスの本管がしっかり固定され 完全に漏れがない状態を維持する
② すべての安全装置と警報装置が正しく機能するようにする。

① 正しく機能し、漏れが一切ないような状態を維持する。キ 水処理装置
② システムに適した処理剤を使う。

、 、 、 、 、 、 、ク 給湯 ① すべての配管 温水器 貯蔵タンク ヒーター ポンプ バルブ 蛇口
その他の機器がしっかりと固定され、空気、水、煙の漏れが一切ないよ
うな状態を維持する。

② すべての制御装置が機能し、効率を最大にしながら正しく調整されてい
るようにする。

① すべてのバルブ、排気管、その他の類似機器が完全に作動しエネルギーコ 空調、換気、排
使用量を最小限に抑えながら、温度等が正しく調整されているようにす煙
る。

② すべての制御装置が機能し、正しく調整されているようにする。

① すべて必要時に適切に作動するようにする。サ エレベーター設
② 監視装置は常時、正常に作動するようにする。備
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4) 設備管理記録の作成および保管

設備の運転・点検整備等の記録として、運転日誌、点検記録および整備・事故記録等を

作成する。運転日誌および点検記録は、３年以上、整備・事故記録等は、事業期間中保管

する。

ア 運転日誌

① 電力供給日誌

② 熱源機器運転日誌

③ 空調設備運転日誌

④ 温湿度記録日誌

イ 点検記録

① 電気設備点検表（通信設備を含む）

② 空調設備点検表

③ 給排水、衛生設備点検表

④ 残留塩素測定記録

⑤ 貯水槽点検記録

⑥ 飲料水水質検査記録

⑦ 空気環境測定記録

⑧ 実験排水枡ＰＨ測定記録

⑨ 防災設備点検記録

⑩ 各種水槽清掃実施記録

⑪ その他提案により設置される各種設備の点検・測定記録

ウ 補修・事故記録

① 定期点検整備記録

② 補修記録

③ 事故・故障記録

5) 設備運転監視

設備運転の監視は、保安警備担当者あるいは機械監視によることができるものとする。

6) 異常時の報告

運転監視および定期点検等により、異常が発見された場合には、速やかに施設管理担当

者に報告する。

５．外構維持管理業務５．外構維持管理業務５．外構維持管理業務５．外構維持管理業務

(1) 外構維持管理業務の対象（本施設が管理する範囲内）(1) 外構維持管理業務の対象（本施設が管理する範囲内）(1) 外構維持管理業務の対象（本施設が管理する範囲内）(1) 外構維持管理業務の対象（本施設が管理する範囲内）

1) ごみ置き場、サービス道路ライン、門扉、囲障、擁壁等コンクリｰト構造物、案内板、

外灯等

2) 敷地地盤

3) サービス道路の舗装面

4) 地中設備

5) 埋設配管、暗渠および排水桝等
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(2) 業務の実施(2) 業務の実施(2) 業務の実施(2) 業務の実施

1) 一般事項で定めた業務計画書に加え、毎事業年度の開始前に、外構維持管理業務年間計

画書を作成し、実施する。

2) 修繕等が必要と思われる場合は、迅速に調査・診断を行い、事業者の責任範囲であれば

至急修繕を実施する。また、責任範囲が明確でない場合は、大学とその責任と負担を協議

の上、修繕等を実施する。

3) 実施業務の結果を記録する。

(3) 要求水準(3) 要求水準(3) 要求水準(3) 要求水準

各施設、設備とも本来の機能を発揮できる状態に保つこと。

項目 内容

① 外構施設は、機能・安全・美観上適切な状態に保つ。ア 手摺り、屋外消
② 必要時に必ず作動するよう、適切に保守作業を行う。火栓、Ｕ字溝等
③ 玄関周りや中庭、門戸および案内板等の公共性の高い場所・設備は日常

的に清潔・美観を保つ。

① 定期的に清掃し、泥、砂利、ごみ等がないように維持する。イ 道路、通路、歩
② 雪や氷等は、可能になり次第すべて除去し、迅速に安全な状態に保つ。道、縁石等
③ 道路面や歩道面は、障害のないスムーズな状態に保つための保守作業を

行う。
④ 道路、歩道上の掲示物や同様のもので大学側の許可がないものは、すべ

て見つけ次第除去する。

① 排水設備、溝、水路等は、ゴミ、泥、その他の障害物が外から入らないウ 埋設配管 側溝、 、
ようにきれいにしておく。暗渠、排水桝等

② 常に適性に機能が発揮できる状態に保つ。

① 各種サイン、外灯、サービス道路駐車場、花壇等の機能を安全で適切なエ 工作物
状態に保つ。

② 定期的に清掃し、泥、砂利、ゴミ等がないようにし、美観上適切な状態
に保つ。

６．清掃業務６．清掃業務６．清掃業務６．清掃業務

(1) 清掃業務の対象(1) 清掃業務の対象(1) 清掃業務の対象(1) 清掃業務の対象

1) (3)に示す日常清掃、定期清掃および外構清掃の項目において指定された範囲とする。

ただし、教官室、学生研究室、実験室、流動化実験室などは、清掃業務の対象外とし、そ

の範囲は【別表２－１】に示す。また、電気が通電され、または運転中の機器が近<にあ

る等清掃に危険がともなう部分については施設管理担当者と協議すること。

2) 備品、什器等（椅子等軽微なものを除く）の移動は行わない。

(2) 業務の実施(2) 業務の実施(2) 業務の実施(2) 業務の実施

1) 一般事項で定めた業務計画書に加え、毎事業年度の開始前に、次の項目を含む清掃業務

年間計画書を作成し、実施する。
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ア 日常清掃業務

イ 定期清掃業務

(3) 要求水準(3) 要求水準(3) 要求水準(3) 要求水準

目に見える挨、シミ、汚れがない状態を維持し、見た目に心地良く、衛生的でなければな

らない。清掃は、できる限り利用者の妨げにならないように実施する。個別箇所毎に日常清

掃および定期清掃を組み合わせ、業務を実施すること。

1) 日常清掃

ア 床

① 床仕上げに応じた適切な方法により挨、ごみのないようにする。

イ ごみ箱、汚物容器、厨茶入れ等

① 始業前までには内容物がすべて空の状態になっており、汚れが付着していない状態

にする。

ウ 便所、更衣室、シャワｰ室（洗面台、鏡、衛生陶器を含む）

① 衛生陶器類は適切な方法により見た目に清潔な状況に保つ。

② トイレットペーパー、消耗用品等は常に補充されている状態にする。

③ 間仕切りは落書き、破損がない状態に保つ。

④ 洗面台は常に水垢の付着や汚れがない状態に保つ。

⑤ 鏡はシミ、汚れがついていない状態に保つ。

エ その他の内部付帯施設（流し台、湯沸かし等）

① 清潔な状態に保つ。

2) 定期清掃

ア 床

① 挨、シミ、汚れがない状態に保つ（繊維床を除く 。）

② 繊維床の場合は、挨、汚れがない状態に保つ。

イ 壁・天井

① 表面全体を挨、シミ、汚れのない状態に保つ。

ウ バルコニｰ

① 土等汚れがない状態に保つ。

エ 照明器具、時計、換気口

① 挨、汚れを落し、適正に機能する状態に保つ。

オ 窓枠、窓ガラス

① 汚れがない状態に保つ。

カ 金属部分、手すり、扉、扉溝、スイッチ類

① 挨、汚れがない状態に保つ。

キ ネズミ・害虫駆除

① ネズミ・害虫等を駆除する。殺鼠剤等の使用に当たっては、あらかじめ施設管理担

当者と協議すること。

3) 外構清掃（本施設が管理する範囲内）

ア 外構清掃の対象
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① 建物周囲（玄関周り、犬走り等）

② 舗装面

③ 側溝、排水管、汚水管、雨水桝、水路

④ 門扉、案内板等

⑤ ごみ置き場

イ 外構清掃の内容

① ごみ等が近隣に飛散して迷惑をおよぼすことを防止する。

② 屋外排水設備（側溝、排水桝等)の水流をごみ、落ち葉等で阻害しない。

③ 日常清掃は、ごみ置き場、玄関周りについて行う （水洗い、除塵等）。

④ 門扉、案内板等は、汚れが見苦しくなく、開閉がスムｰズで表示が見やすい状態に

保つ。

(4) 清掃用具・資機材等の負担(4) 清掃用具・資機材等の負担(4) 清掃用具・資機材等の負担(4) 清掃用具・資機材等の負担

清掃用器具、洗剤などの資機材は、すべて事業者の負担とする。

(5) 資機材等の保管(5) 資機材等の保管(5) 資機材等の保管(5) 資機材等の保管

資機材および衛生消耗品は、業務計画書に示された場所に整理し、保管する。

(6) 廃棄物の収集・運搬・集積(6) 廃棄物の収集・運搬・集積(6) 廃棄物の収集・運搬・集積(6) 廃棄物の収集・運搬・集積

1) 事業者の維持管理等で排出される廃棄物（廃薬品等は除く）は、事業者が責任を持って

収集し、指定場所まで運搬し、集積する。ただし、研究および実験により排出される廃棄

物類（一般・特別）については、指定場所まで排出者が責任を持って運搬する。

2) 本事業では廃棄物保管庫を設置しないので、指定場所まで運搬された以降の廃棄物の管

理は大学が行うこととする。

3) 分別方法は、施設管理担当者と協議すること。

(8) 用語の定義(8) 用語の定義(8) 用語の定義(8) 用語の定義

1) 清掃

汚れを除去すること、汚れを予防することにより仕上げ材を保護し、快適な環境を保つ

ための作業をいう。

2) 日常清掃

日単位等の短い周期で行う清掃業務をいう。

3) 定期清掃

週単位、月単位および年単位の長い周期で行う清掃業務をいう。

4) 資機材

資機材とは、次のような資材および機材をいう。

ア 資材：洗浄用洗剤、樹脂床維持剤、パッド、タオル等

イ 機材：掃除機、フロアダスタ、真空掃除機、床磨き機等

5) 衛生消耗品

トイレットペーパー、水石鹸等をいう。
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７．保安警備業務７．保安警備業務７．保安警備業務７．保安警備業務

(1) 警備業務の対象(1) 警備業務の対象(1) 警備業務の対象(1) 警備業務の対象

本施設が管理する範囲内にの建築物を含むすべての財産の保全および出入者への対応等。

(2) 業務の実施(2) 業務の実施(2) 業務の実施(2) 業務の実施

1) 一般事項で定めた業務計画書に加え、毎事業年度の開始前に、保安警備業務年間計画書

を作成し、実施する。

2) 実施業務の結果を記録する。

(3) 要求水準(3) 要求水準(3) 要求水準(3) 要求水準

２４時間、３６５日機械警備を行う。

(4) 業務内容(4) 業務内容(4) 業務内容(4) 業務内容

1) 緊急事態への対応

ア 警報表示装置が発報した場合には、原因を調査し、応急措置を行うこと。

イ その他緊急の事態が発生したときは、現場に急行し応急措置を行うこと。

ウ 火災等の緊急の事態が発生したときは、直ちに施設管理担当者および関係機関に連絡

・通報ずること。

エ 地震や風水害による災害が発生したとき、または発生するおそれがあるときは、直ち

に初期措置を取ること。

８．植栽維持管理業務８．植栽維持管理業務８．植栽維持管理業務８．植栽維持管理業務

(1) 植栽維持管理業務の対象（本施設が管理する範囲）(1) 植栽維持管理業務の対象（本施設が管理する範囲）(1) 植栽維持管理業務の対象（本施設が管理する範囲）(1) 植栽維持管理業務の対象（本施設が管理する範囲）

本施設が管理する範囲内の植栽全般

(2) 業務の実施(2) 業務の実施(2) 業務の実施(2) 業務の実施

1) 一般事項で定めた業務計画書に加え、毎事業年度の開始前に、植栽維持管理業務年間計

画書を作成し、実施する。

2) 修繕等が必要と思われる場合は、迅速に調査・診断を行い、事業者の責任範囲であれば

至急修繕を実施する。また、責任範囲が明確でない場合は、大学とその責任と負担を協議

の上、修繕等を実施する。

3) 実施業務の結果を記録する。

4) 別途大学にて実施する植栽維持管理業務と連携を図り、適切な時期を逸しない様調整に

努めること。

(3) 要求水準(3) 要求水準(3) 要求水準(3) 要求水準

1) の緑樹を保護・育成・処理して豊かで美しい自然環境を維持する。

2) 状況と植物の種類に応じて適切な方法により施肥、潅水および病害虫の防除等を行い、

植栽を良好な状態に保つ。

3) 繁茂しすぎないように適宜選定、刈込みを行う。

4) 高い木や長い枝等が強風で折れないように補強するなど管理を行うとともに、万一枝等

が散乱した場合の適切な処理を行う。

5) その他の場合でも、施設の美観を維持し、植栽が見苦しくならないよう、適切な除草状
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態に保つ。

6) 樹木の種類に応じて冬の寒さから適切な方法で樹木を保護する等の処置を行う。

7) 大学側の承認がない限り、道路標識、窓、ドア、通路、その他に障害が生じないよう保

守を行う。

8) 枯れ死した植物は、大学側が合意したプランにしたがって取り換える。

(4) 薬剤散布、施肥の際の協議(4) 薬剤散布、施肥の際の協議(4) 薬剤散布、施肥の際の協議(4) 薬剤散布、施肥の際の協議

薬剤散布または化学肥料の使用に当たっては、あらかじめ、施設管理担当者と協議するこ

と。

９．その他９．その他９．その他９．その他

、 、 、(1) 本施設の使用開始から２年目までは 通常の建物保守管理業務 設備保守管理業務以外に

ＬＣＣを低減するための施設運用方法などについて、専門的な立場から各種の支援を行うこ

と。

(2) 本施設の使用開始から５年・１０年の節目には、ＬＣＣを低減するための施設運用方法な

どについて、専門的な立場から調査・検討を行い提言を行うこと。

以 上


